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校⾧ 教頭 教諭等

1：47 2：15 1：56

1：49 2：17 2：07

１位 ２位 ３位 ４位 ５位

授業準備
(1:14)

その他事務
(1:08)

行事準備
(0:40)

生徒指導
(0:33)

学年学級経営
(0:22)

学年学級経営
(1:10)

授業準備
(1:09)

その他事務
(0:57)

生徒指導
(0:30)

部活動
(0:29)

※教諭等：教諭、助教諭、講師

１位 ２位 ３位

授業準備
(0:22)

行事準備
(0:04)

学年学級経営
(0:03)

授業準備
(0:13)

学年学級経営
(0:04)

研修準備
(0:02)



質 問 項 目 対 象 年度
できている

どちらかというとできている
できていない

どちらかというとできていない

子どもと向き合う時間は確保できていますか。 教諭
R4 ６２％ ３８％
R7 ６７％ ↑ ３３％

教材研究や授業準備の時間は確保できていま
すか。 教諭

R4 ４１％ ５９％
R7 ４４％ ↑ ５６％

質 問 項 目 対 象 年度
できている

どちらかというとできている
できていない

どちらかというとできていない

ふれあいデー（毎月２１日）に定時退
勤はできていますか。

校⾧、教頭、
主幹教諭、

教諭、養護教諭

R4 ２８％ ７２％

R7 ３４％ ↑ ６６％

休憩時間をとることができていますか。
校⾧、教頭、
主幹教諭、

教諭、養護教諭

R4 １５％ ８５％

R7 ２０％ ↑ ８０％

目標としている退勤時刻に帰ることが
できていますか。

校⾧、教頭、
主幹教諭、

教諭、養護教諭

R4 ３３％ ６７％

R7 ４２％ ↑ ５８％
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質 問 項 目 対 象 年度
全く負担に感じていない
あまり負担に感じていない

大いに負担に感じている
少し負担に感じている

採点・成績処理は、どれぐらい負担
に感じていますか。 教諭

R4 ３０％ ７０％
R7 ３４％ ↑ ６６％

授業準備は、どれぐらい負担に感じ
ていますか。 教諭

R4 ４７％ ５３％
R7 ４８％ ↑ ５２％

学年学級事務は、どれぐらい負担に
感じていますか。 教諭

R4 ４１％ ５９％
R7 ４３％ ↑ ５７％

分掌事務は、どれぐらい負担に感じ
ていますか。 教諭、養護教諭

R4 ４３％ ５７％
R7 ３７％ ↓ ６３％

生徒指導・教育相談は、どれぐらい
負担に感じていますか。

校⾧、教頭、
主幹教諭、

教諭、養護教諭

R4 ４１％ ５９％
R7 ３８％ ↓ ６２％

保護者・地域対応は、どれぐらい負
担に感じていますか。

校⾧、教頭、
主幹教諭、

教諭、養護教諭

R4 ３９％ ６１％
R7 ３５％ ↓ ６５％

学校行事は、どれぐらい負担に感じ
ていますか。

校⾧、教頭、
主幹教諭、

教諭、養護教諭

R4 ５０％ ５０％
R7 ４５％ ↓ ５５％

会議・打ち合わせは、どれぐらい負
担に感じていますか。

校⾧、教頭、
主幹教諭、

教諭、養護教諭

R4 ４０％ ６０％
R7 ４６％ ↑ ５４％

校内研修は、どれぐらい負担に感じ
ていますか。

校⾧、教頭、
主幹教諭、

教諭、養護教諭

R4 ４３％ ５７％
R7 ４６％ ↑ ５４％ 7



質 問 項 目 対 象
全く負担に感じていない
あまり負担に感じていない

大いに負担に感じている
少し負担に感じている

消毒や感染症予防等への対応は、どれ
ぐらい負担に感じていますか。

校⾧、教頭、
主幹教諭、教諭、

養護教諭

R4 ４８％ ５２％
R7 ８２％ ↑ １８％

部活動指導（平日）は、どれぐらい負
担に感じていますか。

主幹教諭、教諭
【中学校・高等学校】

R4 ４２％ ５８％
R7 ４８％ ↑ ５２％

部活動指導（休日）は、どれぐらい負
担に感じていますか。

主幹教諭、教諭
【中学校・高等学校】

R4 ３４％ ６６％
R7 ４４％ ↑ ５６％

進路指導は、どれぐらい負担に感じて
いますか。

主幹教諭、教諭
【中学校・高等学校】

R4 ５８％ ４２％
R7 ６５％ ↑ ３５％

8



質 問 項 目 対 象
感じている

どちらかというと感じている
感じていない

どちらかというと感じていない

現在の仕事に働きがいを感じていますか。
校⾧、教頭、
主幹教諭、

教諭、養護教諭

R５ ８５％ １５％

R７ ８５％ → １５％

9

教諭等 管理職

１位 ・児童生徒と良好な関係が築けたとき ・職員が成⾧したとき

２位 ・児童生徒が授業を理解していると感じたとき ・保護者・地域と良好な関係が築けたとき

３位 ・行事等が成功したとき ・職員と良好な関係が築けたとき
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* 

＊TX…「タスクトランスフォーメーション」の略称で、デジタルを前提として人と機 械が行うタスク、仕事を振り分けること。
＊働きやすい…教職員の健康・安全・福利厚生を重点とし、心にゆとりをもって安心して働けること。
＊働きがい…教職員が仕事に熱意と誇りをもち、仕事を通しての達成感・充実感・成⾧感が得られること。

**
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【学管、教指、教セ】

効率的な方法（学校への発出方法を統一化、アンケートシステムによる回答、鑑文省略、簡素化等）で調査を実施します。

【学管、教指、教セ】

調査・研究に係る各種委員会に関しては、活動内容や実施回数等の精選について検討します。

【学管、教指、教セ、学校】

スクラップアンドビルドを原則とし、年に１回、担当課で見直しを行います。 また、各学校においても、教育効果を踏まえながらスクラップに取り組み
ます。

【教指】

勤務時間開始前及び終了後に恒常的に行う教育活動がある場合には改めて検証し、その結果に応じて勤務時間を意識した勤務環境の改善に取り組むよう
校⾧への指導・助言を行います。

【学管、教指、教セ】

学校訪問について、学校の負担を考慮して過度な対応は必要ない旨や訪問の際の資料等の簡略化、学校の業務状況へ配慮を徹底するように働きかけます。
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※【】内は実施主体を表す。
【学管】…学校管理課、【教指】…教育指導課、【教セ】…教育センター、 【教総】…教育総務課、 【教財】…教育財務課

※ …今期からの新しい取組 … 特に力を入れて取り組むもの。取り組むことで、働き方改革が大きく前進することが期待される取組
☆ … 定量指標で評価するもの



【教指】

学校におけるＩＣＴ活用を円滑に進めるため、Ｗｅｂ相談窓口を開設するとともに、ＩＣＴ支援員等の外部人材を活用し、学校の実情に合わせた相談・支
援を行 います。

【教指】

「川越市立中学校の部活動の在り方に関する方針」を踏まえた取組を徹底できるよう、部活動実施状況調査を行い、活動に課題が見られる学校に対し、方
針の厳守を働きかけます。

【教指】

各学校で状況を踏まえた「ノー部活デー」を推奨し、教員の負担軽減を図ります。

【教セ】

負担軽減の観点から、特定研修（悉皆の研修）の内容の精選を検討します。また、オンライン実施を含め、負担軽減の方法等について検討します。
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【学管】

学校で取り扱う各種徴収金についてキャッシュレス化を検討します。

【学管】

紙で保管している公簿等について、電子化できる範囲を検討し、学校の負担軽減を図ります。

【教指】

関係部局と連携し、部活動の地域展開について段階的に進めます。

【教指、教セ】

教員の授業準備にかける時間を削減し、事務の効率化を図るために、県内の市町村教育委員会や学校における先行事例等を紹介します。
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【教指】

教員の働きやすさにつながる教育システム環境の検討及び整備の推進を行います。

【教指、教セ】

グループウェア機能を用いて、学習指導案や教材等の実践事例を共有し、授業準備等に掛ける時間を削減し、負担軽減を図ります。

【学管、教指、教セ】

市教育委員会が主催する会議、説明会等においては、実施内容を踏まえて動画・オンラインでの実施を推進し、教職員の負担軽減につなげます。 また、
会議資料の縮減や電子化を進めます。
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【教セ】

多様な児童生徒や保護者の悩みへの対応のために、スクールカウンセラー、さわやか相談員及びスクールソーシャルワーカーの配置と運用の工夫に努め
ます。

【学管】

教員業務支援員（スクール・サポート・スタッフ）を適正に配置するとともに、有効に活用するための「教員業務支援員との協働事例集」を周知し、効
果的な活用が図られるよう働き掛けます。

【教指】

家庭との対応や子供を取り巻く問題に関して、スクールロイヤーによる法律相談を実施し、教職員を支援します。

【教指】

生徒指導のスキルアップにつながる資料等を周知し、生徒指導に係る負担の軽減を図ります。

【教指】

部活動指導員について適正に配置するとともに、教員の働き方改革に資する取組となるように働き掛けます。
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【学管】

教員定数の改善について、教職員の負担を軽減できるよう、あらゆる機会を捉えて県に働き掛けます。

【学管】

未配置・未補充解消のため、組織横断的に取り組みます。特に、産前産後休暇、育児休業等を取得する教職員の状況について早期に把握し、年度途中に
妊娠・出産が分かった場合でも未補充が生じないよう、適切な後補充の配置について努力します。

【学管】

教員の持ち時間数の削減に向け、教科担任制を拡充するために、教員を適切に配置できるよう努力します。

【教指】

各学校で行われている業前活動（部活動の朝練習を含む。）について始業前には原則行わない。

【学管】

高等学校の生徒募集業務に係る取組については、高等学校と中学校双方において過度な負担にならないよう配慮することが必要です。高等学校の教員に
よる中学校訪問については、引き続き、時期や回数、方法を見直すことで縮減を図ります。 交流事業（「上級学校訪問」や「出前授業」など）を実施す
る場合、高等学校の負担に配慮して実施するよう働き掛けます。特に、出前授業の参加については、高等学校の教職員の出張を伴うなど負担が大きいこ
とから、教職員の業務や日課等に十分配慮できる場合に限り、実施します。

【学管】

各学校の管理職に対し、「埼玉県業務改善スタンダード活用事例集」や川越市の業務改善コーディネーター校の実践を広く周知し、学校の実情に応じて
活用するよう働き掛けます。
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【学管】

週休日の振替の原則は１日単位であることを周知し、原則４週につき８日の週休日を設けることを校⾧会のほか、学校訪問等の機会においても指導を徹
底します。 引き続き、週休日の振替や休暇等の取得しやすい職場環境の整備を推進します。
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【学管】

出産・育児に関する休暇・休業制度や児童手当、育児休業手当金などの給付制度の周知を行うなど、男性職員の育児休業の取得しやすい環境を整えます。

【学管】

フレックスタイム制等について、学校の特性を踏まえた留意事項や工夫事例を整理し、周知します。

【学管】

ストレスチェックの集団分析結果を基に、各学校の衛生委員会で検討した意見については、その実現に向けて努力します。

【学管】

働きやすい環境を作るために、勤務時間の⾧い職員に対する個別面談など、教職員に対して適切な支援ができるよう、管理職への情報発信の充実を図り
ます。



【学管】

各学校の衛生委員会等について、労働安全衛生法に基づく委員選出や会議の開催・運営等を徹底します。
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【学管】

教職員の働き方について見直す機会となるよう、在校等時間記録システムにより把握したデータを定期的に学校へ提供し、管理職を含めた教職員の意識
改革を図ります。

【学管】

勤務が⾧時間となっている教職員への校内協力体制の確立や校務分掌の見直しなどの適切な対応について各学校に働き掛けるとともに、健康維持増進の
視点から休暇等取得を促進します。

【学管】

勤務が⾧時間となっている教職員に産業医等による面接指導の勧奨を働き掛けます。

【教総、学管】

健康不安、悩みのある教職員に対して、産業医や相談電話へつなぎます。
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【教指】

川越市で定めた方針の意義について、引き続き生徒及び保護者に周知し、理解促進を図ります。

【学管】

ホームページ等を活用し、「学校における働き方改革基本方針」の取組について、保護者や地域の理解促進を図ります。

【学管】

教職員の在校等時間の客観的な把握を徹底するとともに、働き方改革の取組の状況及び目標達成の状況をホームページ等で公表し、「見える化」を推進
します。

【学管】

各学校に対し、「ノー残業デー」「ふれあいデー」に関する趣旨を確実に周知するとともに、実施状況を適切に把握し、適正に実施するよう引き続き働き
かけます。

【教指】

教員の負担軽減を図るため、各学校で状況を踏まえて「ノー部活デー」を設定し、保護者・地域に周知します。

【学管】

ホームページや市教育委員会メッセージを掲載したリーフレットを活用し、「学校における働き方改革基本方針」の取組について、市民、保護者等の理解
促進を図ります。
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【教財】

勤務時間外の電話対応に係る教職員の負担軽減に向け、留守番電話の設置・活用について検討してまいります。

【学管】

学校運営協議会において「学校における働き方改革」について共通理解を図り、家庭・地域と学校が協力して働き方改革について取り組むよう働き掛けま
す。

【学管】

既存の組織等を活用した地域ボランティアの支援により教職員の負担を軽減します。

【学管】

コミュニティ・スクールに関する研修の充実を図り、学校・家庭・地域が連携・協働して子供たちを育む体制づくりを推進します。
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議案第５０号 

 川 越 市学 校 運営 協議 会 規 則 の 一部 を改 正す る 規則 を

定めることについて  

 

１ 制定改廃の必要性（趣旨又は目的）  

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正に伴い、学校

運営に関する基本的な方針の承認内容を変更しようとするもの

です。  

 

２ 制定改廃の概要  

公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措

置法第７条第１項に規定する業務量管理・健康確保措置の実施に

関する事項を新たに追加するものです。  

 

３ 効果  

  学校における働き方改革を推進することができます。  

 

４ 施行日について  

この規則は、令和８年４月１日から施行しようとするものです。 
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   川越市学校運営協議会規則の一部を改正する規則 

川越市学校運営協議会規則（令和２年教育委員会規則第２号）の

一部を次のように改正する。  

第４条第１項第５号を第７号とし、第６号として次の１号を加え

る。  

⑹ 学校安全の推進に関すること  

同項第４号を第５号とし、第３号を第４号とし、第２号の次に次

の１号を加える。  

⑶ 業務量管理・健康確保措置の実施に関すること  

   附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 



 

3
 

議案第５０号 

   川越市学校運営協議会規則（令和２年教育委員会規則第２号）新旧対照 

 

改     正     案 現           行 

（学校運営に関する基本的な方針の承認） 

第４条 対象学校の校長は、次に掲げる事項について、毎年度基本的な方

針を作成し、協議会の承認を得るものとする。 

 ⑴及び⑵ 略 

 ⑶ 業務量管理・健康確保措置の実施に関すること 

 ⑷及び⑸ 略 

⑹ 学校安全の推進に関すること 

⑺ 略 

２ 略 

 

（学校運営に関する基本的な方針の承認） 

第４条 対象学校の校長は、次に掲げる事項について、毎年度基本的な方

針を作成し、協議会の承認を得るものとする。 

 ⑴及び⑵ 略 

 

 ⑶及び⑷ 略 

 

 ⑸ 略 

２ 略 

  

 

 

 

 



 

議案第５１号  

 

 

 

川 越 市 教 育 委 員 会 公 告 式 規 則 の 一 部 を

改正する規則を定めることについて  

 

 

 

 

 

（教育総務課）  
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議案第５１号 

   川越市教育委員会公告式規則の一部を改正する規則を定めることに

ついて 

 

１ 制定改廃の必要性（趣旨又は目的） 

  市長部局における条例等の公布に関する事項の変更に伴い、その取り

扱いに整合させるため教育委員会関係規則を改正するものです。 

 

２ 制定改廃の概要 

  規則等の公布に関して、教育長の署名方法に電子署名を追加し、市の

ウェブサイトへの掲載を行えるようにするとともに、文言の整理を行う

ものです。 

 

３ 効果 

  適正な事務の執行を図ることができます。 

 

４ 施行日について 

  この規則は、令和８年４月１日から施行するものです。 
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   川越市教育委員会公告式規則の一部を改正する規則 

川越市教育委員会公告式規則（昭和３２年教育委員会規則第９号）の一

部を次のように改正する。 

第１条に見出しとして「（趣旨）」を付し、同条中「基き」を「基づき」

に改める。 

第２条を次のように改める。 

（規則の公布） 

第２条 教育委員会規則は、会議において議決した日から起算して７日

以内に公布するものとする。 

２ 教育委員会規則を公布するときは、番号、年月日に公布の旨の前文

及び教育委員会名を記入して、教育長が署名（電子署名及び認証業務

に関する法律（平成１２年法律第１０２号）第２条第１項に規定する

電子署名を含む。）をするものとする。 

３ 教育委員会規則の公布は、市のウェブサイトに公布の対象となる事

項を掲載することにより行うものとする。ただし、これにより難い場

合は、川越市役所前の掲示板に掲示して行うことができる。 

第３条に見出しとして「（規則の施行）」を付し、同条中「外」を「ほか」

に改める。 

第４条に見出しとして「（規程の公表）」を付し、同条中「第２条及び第

３条」を「前２条」に改め、「公表を要する規程」を「教育委員会の定める

規程で公表を要するもの」に改める。 

   附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 
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議案第５１号 

 

川越市教育委員会公告式規則の一部を改正する規則新旧対照  

改           正           案 現                      行 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和３１年法律

第１６２号)第１５条第２項の規定に基づき、教育委員会規則及び教育委員会の

定める規程で公表を要するものの公告式を定める。 

 （規則の公布） 

第２条 教育委員会規則は、会議において議決した日から起算して７日以内に公

布するものとする。 

２ 教育委員会規則を公布するときは、番号、年月日に公布の旨の前文及び教育

委員会名を記入して、教育委員会の印を押し教育長が署名（電子署名及び認証業

務に関する法律（平成１２年法律第１０２号）第２条第１項に規定する電子署名

を含む。）するものとする。 

３ 教育委員会規則の公布は、市のウェブサイトに公布の対象となる事項を掲載

することにより行うものとする。ただし、これにより難い場合は、川越市役所前

の掲示板に掲示して行うことができる。 

 （規則の施行） 

第３条 教育委員会規則は、当該規則に施行期日を定めるもののほか、公布の日

から起算して１０日を経過した日から施行する。 

 （規程の公表） 

第４条 前２条     の規定は、教育委員会の定める規程で公表を要するも

のの公告に準用する。 

      

第１条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和３１年法律

第１６２号)第１５条第２項の規定に基き 、教育委員会規則及び教育委員会の

定める規程で公表を要するものの公告式を定める。 

 （規則の公布） 

第２条 教育委員会規則は、会議において議決した日から起算して７日以内に公

布するものとする。 

教育委員会規則を公布するときは、番号、年月日に公布の旨の前文及び教育

委員会名を記入して、教育委員会の印を押し教育長が署名するものとする。 

教育委員会規則の公布は、市役所の掲示場等公衆の見やすい場所に掲示して

行う。 

 

 

 

 （規則の施行） 

第３条 教育委員会規則は、当該規則に施行期日を定めるものの外 、公布の日

から起算して１０日を経過した日から施行する。 

 （規程の公表） 

第４条 第２条及び第３条の規定は、公表を要する規程           

のの公告に準用する。 

 

  

 



 

議案第５２号  

 

 

 

川越市立図書館管理規 則 の一部を改正

する規則を定めることについて  

 

 

 

 

 

 

 

（中央図書館）  
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議 案 第 ５ ２ 号  

川 越 市 立 図 書 館 管 理 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

を 定 め る こ と に つ い て  

 

１  制 定 改 廃 の 必 要 性 （ 趣 旨 又 は 目 的 ）  

図書館システムの更新等に伴い、図書館利用者が資料の貸出

しを受ける際に提示するもの等を定めるため、川越市立図書館

管理規則の一部を改正しようとするものです。 

 

２  制 定 改 廃 の 概 要  

図書館利用者が資料の貸出しを受ける際に提示するものを次

のとおり定め、個人貸出しと団体貸出しで規定を分けて定めよ

うとするほか、図書館利用カード申込書及び図書館利用カード

の様式を改め文言の整理を行おうとするものです。 

⑴  図書館利用カード  

⑵  スマートフォン、タブレットその他これらに類する機器に

表示される図書館利用カードの情報 

⑶  個人番号カードのうち、図書館利用カードとして利用登録

をしたもの  

 

３  効 果  

  図書館利用者の利便性の向上を図ることができます。 

 

４  意見公募手続の有無 

  なし（川越市意見公募手続条例第４条第４項第８号イに該当） 

 

５  施 行 日 に つ い て  

この規則は、令和８年３月１日から施行しようとするもので

す。  



 

   川越市立図書館管理規則の一部を改正する規則 

川越市立図書館管理規則（昭和５９年教育委員会規則第７号）の一部を

次のように改正する。 

第８条第３項中「書類」の次に「のほか、館長が必要と認める書類」を加

える。 

第８条中第６項を第７項とし、第５項を第６項とし、第４項を第５項と

し、第３項の次に次の１項を加える。 

４ 資料の貸出しを受けようとする者は、資料の貸出しを受ける際に、次

の各号に掲げるいずれかのものを提示しなければならない。 

 ⑴ 図書館利用カード 

 ⑵ スマートフォン、タブレットその他これらに類する機器に表示され

る図書館利用カードの情報 

 ⑶ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律（平成２５年法律第２７号）第２条第７項に規定する個人番号

カードのうち、図書館利用カードとして利用登録をしたもの 

第９条第２項中「及び第６項」を「、第４項第１号、第６項及び第７項」

に改める。 

第１０条第２項中「資料」を「個人への資料」に、「第４項」を「（第４項

第３号を除く。）」に改め、同項の次に次の１項を加える。 

３ 団体への資料の貸出しについては、前条の規定を準用する。 

様式第１号を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

２  



 

 

様式第２号を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

附 則 

１ この規則は、令和８年３月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に改正前の図書館管理規則の規定により作成さ

れている図書館利用カードは、この規則の規定にかかわらず、当分の間、

これを使用することができる。 

 

☐ ☐

 

✅

３  



議案第  号 
川越市立図書館管理規則新旧対照  

改           正           案 現                      行 

(個人貸出し) 

第８条 １及び２ 略 

３ 館長は、資料の貸出しを受けようとする者が図書館利用カードの交付を受ける

際、氏名及び住所を確認できる書類のほか、館長が必要と認める書類の提示を求

めることができる。 

４ 資料の貸出しを受けようとする者は、資料の貸出しを受ける際に、次の各号に

掲げるいずれかのものを提示しなければならない。 

 ⑴ 図書館利用カード 

 ⑵ スマートフォン、タブレットその他これらに類する機器に表示される図書館

利用カードの情報 

 ⑶ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（

平成２５年法律第２７号）第２条第７項に規定する個人番号カードのうち、図

書館利用カードとして利用登録をしたもの 

５～７ 略 

 (団体貸出し) 

第９条 １ 略 

２ 図書館利用カードの交付及びその他の手続については、前条第２項、第３項、

第４項第１号、第６項及び第７項の規定を準用する。 

３ 略 

 (配本所及び分室) 

第１０条 １ 略 

(個人貸出し) 

第８条 １及び２ 略 

３ 館長は、資料の貸出しを受けようとする者が図書館利用カードの交付を受ける

際、氏名及び住所を確認できる書類               の提示を求

めることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

４～６ 略 

(団体貸出し) 

第９条 １ 略 

２ 図書館利用カードの交付及びその他の手続については、前条第２項、第３項及

び第６項           の規定を準用する。 

３ 略 

(配本所及び分室) 

第１０条 １ 略 

４
 



２ 個人への資料の貸出しについては、第８条（第４項第３号を除く。）の規定を

準用する。 

３ 団体への資料の貸出しについては、前条の規定を準用する。 

様式第１号（第８条、第９条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２     資料の貸出しについては、第８条第４項         の規定を

準用する。 

 

様式第１号（第８条、第９条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☐ ☐

 

✅

５
 



 
 

様式第２号（第８条、第９条関係） 

 

様式第２号（第８条、第９条関係） 

 

  

  

  

  

 

様式第３号及び様式第４号 略 

 

 

様式第３号及び様式第４号 略 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

６
 



 

議案第５３号  

 

 

 

川越市立学校職員安全 衛 生管理規則を

定めることについて  

 

 

 

 

 

 

 

 

（学校管理課）  
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   川越市立学校職員安全衛生管理規則を定めることについて 

 

１ 制定改廃の必要性（趣旨又は目的）  

労働安全衛生法に基づき、川越市立学校における労働安全衛生

管理体制を整備しようとするものです。  

 

２ 制定改廃の概要  

学校職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境

の形成を促進するために必要な事項を定めるものです。  

 

３ 効果  

  学校職員の安全と健康の保持・増進と職場環境を整備すること

は、教職員が意欲と使命感を持って教育活動に専念できる環境が

確保され、学校教育活動全体の質の向上につながります。  

 

４ 施行日について  

この規則は、令和８年４月１日から施行しようとするものです。 
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   川越市立学校職員安全衛生管理規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号。以下

「法」という 。） に基づき、学校職員（地方公務員法（昭和２５年法律

第２６１号）第３条第２項に規定する一般職の職員で川越市立学校（以

下「市立学校」という 。） に勤務する者をいう。以下同じ 。） の安全及

び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するために必

要な事項を定めるものとする。 

（校長の責務） 

第２条 校長は、衛生管理者、衛生推進者等の業務の執行について、必要

な協力をしなければならない。 

 （学校職員の責務） 

第３条 学校職員は、総括安全衛生管理者その他の関係者が実施する安全

及び健康の保持増進のための措置に協力しなければならない。 

（総括安全衛生管理者） 

第４条 法第１０条第１項に規定する総括安全衛生管理者は、学校教育部

長の職にある者をもって充てる。 

２  労働安全衛生規則（昭和４７年労働省令第３２号。以下「省令」とい

う 。） 第３条に規定する代理者は、学校管理課長の職にある者をもって

充てる。 

（衛生管理者） 

第５条 法第１２条第１項に規定に基づき、市立学校（５０人以上の学校

職員が勤務する市立学校に限る 。） に、衛生管理者を置く。 

２  衛生管理者は、養護教諭の職にある者をもって充てる。 

（衛生推進者） 

第６条 法第１２条の２の規定に基づき、市立学校（５０人未満の学校職

員が勤務する市立学校に限る 。） に、衛生推進者を置く。 
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２ 衛生推進者は、保健主事の職にある者をもって充てる。 

（化学物質管理者） 

第７条  省令第１２条の５第１項及び第２項の規定に基づき、小学校、中 

学校及び市立川越高等学校に、化学物質管理者を置く。 

２  化学物質管理者は、教諭（理科主任）の職にある者をもって充てる。 

（産業医） 

第８条 法第１３条第１項の規定に基づき、産業医を置く。 

２  産業医は、教育長が選任する。 

（安全衛生委員会） 

第９条 法第１９条第１項の規定に基づき、川越市立学校安全衛生委員会

を置く。 

２  前項の規定にかかわらず、５０人以上の学校職員が勤務する市立学校

については、当該市立学校ごとに安全衛生委員会を置くものとする。 

３  前２項に定める委員構成は、別表第１に定めるとおりとする。 

（健康診断の種類等） 

第１０条 学校職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施す

る。 

 ⑴  採用時健康診断 

 ⑵  定期健康診断 

２  前項の健康診断の対象職員、回数及び時期は、別表２に掲げるとおり

とする。 

３  健康診断の実施について必要な事項は、別に定める。 

（健康診断の受診義務） 

第１１条 学校職員は、指定された期日及び場所において、健康診断を受

けなければならない。 

２  前項の規定による健康診断を受けなかった者は、医師の健康診断を受

け、その結果を証明する書面を勤務する市立学校の校長に提出しなけれ
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ばならない。 

３  校長は、学校職員が指定された期日及び場所において、健康診断を受

診できるよう配慮しなければならない。 

（健康診断の結果の通知） 

第１２条 総括安全衛生管理者は、健康診断を実施した結果を当該学校職

員及びその校長に通知するものとする。 

（健康診断個人票） 

第１３条 教育指導課長は、健康診断の結果に基づき、省令第５１条に規

定する健康診断個人票を作成し、及び保管しなければならない。 

２  総括安全衛生管理者は、学校職員の健康管理のため、前項の健康診断

個人票を有効に活用しなければならない。 

（指導区分の決定） 

第１４条 総括安全衛生管理者は、健康診断を行った結果、健康に異常又

は異常を生じるおそれがあると認めた学校職員については、産業医又は

他の医師の意見を聴き、別表第３の指導区分の欄に掲げる区分に応じて

指導区分の決定を行う。 

（事後措置） 

第１５条 教育長は、前条の規定により指導区分の決定を行った学校職員

については、その指導区分に応じ、別表第３の事後措置の基準の欄に掲

げる基準に従い適切な事後措置をとるとともに、当該学校職員及びその

校長に当該事後措置の内容を通知する。 

（秘密の保持） 

第１６条 学校職員の健康管理の業務に携わる者は、職務上知り得た個人

の情報を他に漏らしてはならない。その職務を離れた後においても、同

様とする。 

（委任） 

第１７条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定
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める。 

附  則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

別表第１（第９条関係） 

安全衛生委員会 

区 分  安全衛生委員会の構成 
委 員 長  副 委 員 長  委 員 

第 １ 項 の

場 合  

学 校 教 育

部 長  

学 校 管 理

課 長  

１  産 業 医 の う ち か ら 委 員 長 が 指 名 す る

者 １ 人 

２  市 立 学 校 の 校 長 の う ち か ら 委 員 長 が

指 名 す る 者 ４ 人 

３  市 立 学 校 に 所 属 す る 職 員 の う ち か ら

職 員 団 体 等 が 推 薦 す る 者 ６ 人 

第 ２ 項 の

場 合  

校 長  教 頭  １  当 該 市 立 学 校 の 衛 生管 理 者 １ 人 

２  当 該 市 立 学 校 の 産 業 医 １ 人 

３  当 該 市 立 学 校 に 所 属 す る 職 員 の う ち

か ら 職 員 団 体 等 が 推 薦 す る 者 ３ 人 

別表第２（第１０条関係） 

  健康診断の種類等 

種類 対 象職 員 回数 及び時期 
採用 時健康診 断 新 規採 用職 員 

（ 県費 負担 教職員を 除
く ） 

採用 時１回 

定期 健康診断 全 職員 年１ 回 

別表第３（第１４条、第１５条関係） 

指導区分及び事後指導の基準 

指導区分 
事後 措 置の基準 

区 分  内 容 

勤 務 規

制 の 面

A 勤 務 を 休 む 必 要の あ

る も の 

休暇 （ 日単位の もの に限 る 。） 又 は休

職の 方 法により 、療 養の ため必要 な期

間勤 務 をさせな い。 

B 勤 務 に 制 限 を 加え る

必 要 の あ る も の 

時間 外 勤務及び 出張 をさ せない。 

C 勤 務 を ほ ぼ 平 常に 行

っ て よ い も の 

時間 外 勤務及び 出張 を制 限する。 

D 平 常 の 勤 務 で よい も

の 

 

医 療 の
面  

⑴医 師 に よ る 直 接の 医

療 行 為 を 必 要 とす る

医療 機 関のあっ せん 等に より適正 な治

療を 受 けさせる よう にす る。 
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も の 

⑵定 期 的 に 医 師 の観 察

指 導 を 必 要 と する も

の 

経過 観 察をする ため の検 査及び発 病、

再発 防 止のため 必要 な指 導を行う 。 

⑶医 師 に よ る 直 接又 は

間 接 の 医 療 行 為を 必

要 と し な い も の 

 

 



 

議案第５４号  

 

 

 

川 越 市 立 学 校 給食 セ ンタ ー 管理 規 則 の

一 部 を 改正 す る 規 則 を 定 め る こ と に つ

いて  

 

 

 

 

 

 

（学校給食課）  
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議案第５４号 

   川越市立学校給食センター管理規則の一部を改正する規則を定める

ことについて 

 

１ 制定改廃の必要性（趣旨又は目的） 

  学校給食費の改定等に伴い、規則を改正するものです。 

 

２ 制定改廃の概要 

  学校給食費の額を適正な金額に設定、学校給食費の納期限を整理する

ことにより、所要の規定の整備をしようとするものです。 

 

３ 効果 

  学校給食における質の充実、量の確保を行うことにより、児童生徒に

おける教育環境の充実に資することができます。 

 

４ 施行日について 

  この規則は、令和８年４月１日から施行しようとするものです。 
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   川越市立学校給食センター管理規則の一部を改正する規則 

川越市立学校給食センター管理規則（平成１４年教育委員会規則第５号） 

の一部を次のように改正する。 

 第４条第１項第１号中「４，３５０円」を「５，２００円」に改め、同

項第２号中「５，２５０円」を「６，３００円」に改める。 

 第６条中「４月から７月までの期間においては、」及び「とし、９月から

翌年３月までの期間においては、各給食実施月の末日」を削り、次のただ

し書を加える。 

  ただし、３月の学校給食費については、当月の末日を納期限とする。 

   附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 
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議案第５４号 
   川越市立学校給食センター管理規則の一部を改正する規則新旧対照 

 

改     正     案 現           行 

  （学校給食費の額） 

第４条 学校給食費の額は、次のとおりとする。 

⑴児童 月額 ５，２００円 

⑵生徒 月額 ６，３００円 

 ２ 略 

 （学校給食費の納期限） 

第６条 学校給食費の納期限は、                 各給

食実施月の翌月の末日とし、９月から翌年３月までの期間においては、各

給食実施月の末日とする。ただし、３月の学校給食費については、当月の

末日を納期限とする。 

      

  （学校給食費の額） 

第４条 学校給食費の額は、次のとおりとする。 

⑴児童 月額 ４，３５０円 

⑵生徒 月額 ５，２５０円 

 ２ 略 

 （学校給食費の納期限） 

第６条 学校給食費の納期限は、４月から７月までの期間においては、各給

食実施月の翌月の末日とし、９月から翌年３月までの期間においては、各

給食実施月の末日とする。 

    

  

  
 

 



 

議 案 第 ５ ５ 号  

 

 

 

令 和 ７ 年 度 一 般 会 計 補 正 予 算（ 教 育 委 員

会 所 管 分 ） に つ い て  

 

 

 

 

 

 

（ 教 育 総 務 課 ）  

 

（非公開）



 

議案第５６号  

 

 

 

川越市いじめ問題対策委員会委員を  

委嘱することについて  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（教育指導課）  

（非公開）



 

議案第５７号  

 

 

 

川越市学校部活動地域連携・地域移行

推進基金条例の一部を改正する条例を

定めることについて  

 

 

 

 

 

 

 

 

（教育指導課）

（非公開）



 

報 告 事 項 （ １ ）  

 

 

 

学 校 体 育 施 設 開 放 事 業 に お け る 実 費 徴

収 に つ い て  

 

 

 

 

 

 

（ ス ポ ー ツ 振 興 課 ）  
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学校体育施設開放事業における 実費徴収について 

 

１  趣旨 

 学校体育施設開放事業（ 以下、「 開放事業」 と いう 。） について、 体育館空調設備や夜

間照明設備と いった設備利用に対し て、令和 8 年度から 実費負担相当額の徴収を開始し

よ う と する も の。  
 

２  学校体育施設開放事業の概要 

住民のス ポーツ・ レ ク リ エーショ ン活動の場の確保を図る ため、 学校教育に支障のな

い範囲で、 市立小・ 中学校の運動場（ 校庭）、 体育館、 柔剣道場を開放する 。  
 

開始年度 昭和 51 年度 

開放学校数 
計 52 校（ 小学校 32 校・ 中学校 20 校）  

※城南中学校・ 霞ケ関東中学校は開放なし  

実績（ R6）  利用人数： 延べ 342,896 人 

 

３  現状と 背景 

（ 1） 現状 

 以下の理由から 、 総合的に判断し 、 無料での運用と なっている 。  
 

●学校施設を 活用し た教育事業の一環であり 、 地域住民の健康・ 交流・ 文化活動の拠点

と なる 役割を果たすこ と 。  

●市民の利用のために設置・ 維持管理し ている 施設ではないこ と 。  

●他の公共施設のよ う に管理人が常駐し ておら ず、 ま た市内全域 52 施設が対象と なる

こ と から 、 料金徴収が困難である こ と 。  
 

（ 2） 見直し の背景 
 

小・ 中学校体育館における 空調設備整備 

他市の動向やス ポーツ基本法から 、開放事業での空調設備利用を令和 7 年度から 試

行的に開始し ている が、相応の光熱水費の増加も 生じ る こ と から 、利用者にも 一定の

負担を 求めていく 必要がある 。  
 

学校施設維持管理における 光熱水費の増加 

昭和 51 年の事業開始時から 社会情勢が大き く 変化し てき ており 、 光熱水費額は増

加し ている 。（ CPI S51： 53.8⇒R6： 113.7）  
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（ 3） 県内他市の料金徴収状況 

●39 市中 32 市（ 82.1% ） において料金を 徴収。  

●体育館空調設備や夜間照明設備と いった設備使用に対し て徴収する 傾向。  

●人口の多い自治体ほど料金徴収が困難。（ 20 万人以上はほぼ夜間照明設備のみ）  

 

４  料金徴収方針 

 上記を踏ま えて、 以下のと おり 令和 8 年度から 料金徴収を 行う こ と と する 。  
 

（ 1） 目的 

利用にあたり 一定のコ ス ト が生じ る 設備利用に対する 実費負担相当額の徴収。  
 

（ 2） 徴収対象 

体育館空調設備及び夜間照明設備を対象と する 。  
 

（ 3） 料金徴収方法 

 他市の導入事例を比較検討し 、セブンイ レ ブンのマルチコ ピ ー機を活用し た料金徴収

を採用。（ 墨田区と 富士見市で導入済）  

＜運用イ メ ージ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

導入にかかる コ ス ト  

●販売手数料 利用券の金額の 10%  

●チケッ ト 用紙代金 1 枚あたり 11 円（ 税込）  
 

導入のメ リ ッ ト ・ 効果 

●利用団体にと っ て最も 利便性の高い方法で運営委員会にと っ ても 大き な運用の 

変更がなく 、 対応し やすい 
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●将来的な料金徴収の拡大にも 対応可能 
 

（ 4） 設定料金と 想定歳入 

 1 時間あたり 設定料金は、 体育館空調設備 1,000 円、 夜間照明設備 800 円で、 年間

20,000 千円程度の歳入を 見込んでいる 。  
 

（ 5） 料金徴収の開始予定時期 

  

体育館空調設備 令和 8 年 6 月 1 日 新たなサービス開始にあわせて徴収開始 

夜間照明設備 十分な周知期間を設けたう えで、 時期を設定 

 

５  今後のス ケジュ ール 

 

2 月中旬 運営委員会・ 学校・ 利用者への周知 

4 月下旬～ 

5 月上旬 

運営委員会（ 利用者） 向け説明会 

6 月 1 日～ 体育館空調設備 料金徴収開始 

年内 夜間照明設備 料金徴収開始 

 



 

協 議 事 項 ⑴  

 

 

 

川 越 市 立 小 ・ 中 学 校 水 泳 授 業 及 び  

施 設 の 在 り 方 に 関 す る 基 本 的 な 方 針

（ 案 ） に つ い て  

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 教 育 指 導 課 ）  



 

 



 

 

 

 

 

川越市立小・ 中学校の水泳授業及び 

プール施設のあり 方に関する 基本方針

（ 案）  

 

 

 

 

 

 

 

令和 年 月 日 

川越市教育委員会 
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１  策定の背景と 目的 

   本市の小・ 中学校では、 学習指導要領に基づき 、水泳授業を実施し ています
が、本市には１ ０ 本の一級河川と ４ 本の準用河川が流れており 、児童・ 生徒が

水辺に関わる 機会が多い生活環境にある こ と から 、水の中での安全確保や、水
難事故を避けるこ と ができ る 力を身に付けていく こ と 、「 泳ぐ 」 こ と を体験さ

せるこ と の重要性や、一生涯親し める スポーツと し て学ぶこ と 等の教育的効果
の高さ を考慮し 、 実技指導を中心と し た水泳授業を実施し ている 。  

 そう し た中、 近年では、 異常気象の影響や安心・ 安全に水泳授業を実施する
ために必要な人員の確保が難し いなど、計画的・ 安定的な水泳授業の実施に多

く の課題が発生し ている。  
 また、 小・ 中学校のプール施設については、 多く が昭和 40 年代から 50 年代

にかけて建設さ れ、 令和７ 年度時点で築後 30 年以上経過し ている 学校は小・
中学校全 54 校のう ち 53 校*1（ う ち 50 年以上経過は小学校 21 校、 中学校６
校） と なっている 。  
 そう し たこ と から 、児童生徒によ り 安全で質の高い水泳授業を実施し ていく

ため、水泳指導などのソ フト 面、施設の老朽化などのハード 面における 現状と
課題を整理し た上で、今後の本市の水泳授業やプール施設のあり 方に関する 指

針と し て「 川越市立小・ 中学校の水泳授業及びプール施設のあり 方に関する 基

本方針（ 以下「 方針」 と いう 。）」 を策定する も のである 。  

 

*1 霞ケ関北小は平成 14 年度に移転開校時に屋内プールを新設 

 

２  本方針策定までの取組 

  令和４ 年 12 月に、「 川越市立小・ 中学校の水泳授業及びプール施設のあり 方に

ついて」 において、 こ れまでと 変わら ず、 学校の教育課程に位置づけ、 授業と し
て実施し ていく にあたり 課題を改善し 、よ り 効率的で効果的な水泳指導にする た

めに、地域の人的・ 物的資源の活用について検討を進めていく 必要がある と 考え
た。  

 そこ で、「 公設・ 民設のプール施設を活用し た水泳指導を委託する こ と 」 及び
「 複数の学校でプール施設を共有する こ と 」 について、令和５ 年度から ３ 年間試

行的に実施し てきた。 それら の結果も 踏まえて方針を策定する 

   

 

 

 

 

 

 

川越市立小・ 中学校の水泳授業及びプール施設のあり 方について（ 令和４ 年１ ２ 月）  

川越市立小・ 中学校の水泳授業及びプール施設のあり 方に関する基本方針 

試行期間（ 令和５ 年度から ７ 年度）  

・ 公設・ 民設のプール施設を活用し た水泳指導を委託する こ と  

・ 複数の学校でプール施設を共有する こ と  
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３  現状 

（ １ ） 水泳授業について 

 学習指導要領に基づき 、 実技指導を中心と し た水泳授業を実施し ている 。 

 

（ ２ ） 水泳授業における アンケート 調査について 

令和４ 年７ 月に市内小中学校の校長及び体育主任へ水泳授業における 課

題についてアンケート を実施し た。  
 

○水泳授業を行う 上での課題 
 最も 多かったのが「 施設の

老朽化」 であり 、 続いて「 水
中事故の懸念」「 教職員の負
担が大き い」 と なっている 。  
 また、 自由記述の欄におい

ては、「 命を守る 術を学ぶ上
でも 水泳指導を義務教育で行

う こ と は、 重要である」 と の
意見も ある 中、「 プール施設

の老朽化で、 児童生徒の安全確保のため点検回数が増えている 」「 指導以
外に熱中症や老朽化し た施設の安全確認等、 教職員の負担が大き い」 と の

意見も あり 、 水泳授業における 教職員の負担を訴える 声が多かった。  
 以上のこ と から 、 次のよ う な課題が挙げら れる 。  

・ 天候に影響さ れる ため、 予定通り の授業が実施でき ない。  
・ 暑さ の影響で水泳授業が中止と なる こ と がある 等、 児童生徒の水泳を学 

 ぶ機会が減少し ている 。  
・ 授業者以外に、 安全確保のための見守り や見学する 児童生徒への対応等 

 の人員を確保し なければなら ない。  
・ 施設の老朽化によ り 、 児童生徒の安全確保のために、 よ り 丁寧に点検す 

 る 必要がある 等、 施設を管理する 教職員の負担が増し ている 。  

 

（ ３ ） 授業時数について 

    各学校で、 埼玉県教育委員会が作成し た「 教育課程編成要領」 に示さ れ
た指導計画例を基に授業時数を計画し ており 、 令和６ 年度は小学校 32 校で

は平均 10 時間、 中学校 22 校では平均９ 時間の授業時数を計画し ていた。  
 し かし 、 実際に行われた授業時数は、 雨天や高気温などの天候によ る 影

響や、 プール施設修繕等の理由によ り 、 小学校 32 校では平均９ 時間、 中学

校 22 校では平均８ 時間であった。  

（ ４ ） 施設の維持管理について 

本市の小中学校のプール施設の多く が、 昭和４ ０ 年代から ５ ０ 年代にか
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けて建築さ れ、 小・ 中学校全 54 校のう ち、 平成 14 年度に移転開校し た 1
校を除く 、 53 校が築後 30 年以上経過し ており 、 う ち小学校 21 校、 中学校

６ 校は築後 50 年以上経過し ている 。  
 こ れまで、 プール槽、 プールサイ ド 、 付属棟、 ろ過装置などの部分的な
改修工事は行ってき たも のの、 改修し てから も 期間が経過し ている ため、
プール槽防水シート の亀裂、 プールサイ ド シート の剥がれ、 付属棟外壁の

劣化、 ろ過装置の故障などの不具合が生じ ている 。 また、 給排水管や循環
配管などの設備は、 ほと んどの学校で改修を行っていないため、 配管から
の漏水が発生し ている 。  

小中学校施設は、 老朽化が進行し ている 校舎や体育館の改修工事を優先

し て進めている こ と も あり 、 使用頻度の低いプール施設は予算的にも 予防
保全を行う こ と が難し く 、 不具合が起き たと き に応急的な修繕で対応と な

っており 、 今後、 プール施設の改修工事について、 どのよ う に対応し てい
く かが課題である 。  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

プール槽 
※防水シート の亀裂、 浮き 。  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

プールサイ ド  
※シート の亀裂、 剥がれ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
付属棟 

※外壁のひび割れ、 塗装の剥がれ 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
給排水設備 

※配管から の漏水 
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【 参考】 コ スト の比較 

（ １ ） プール更新に係る 総費用  

 ①プール更新に係る 費用（ １ 校あたり ）  

A プール解体費 ３ ０ ， ３ ７ ３ ， ０ ０ ０ 円 

B プール建設費 ２ ０ ９ ， ２ ０ ９ ， ０ ０ ０ 円 

C 合計 ２ ３ ９ ， ５ ８ ２ ， ０ ０ ０ 円 

 ※川口市立新郷小学校プール改築工事を参照（ 令和３ 年度～令和４ 年度）  

【 財源内訳】  

国費   ：   ２ １ ， ２ ５ ５ ， ０ ０ ０ 円（ 学校施設環境改善交付金）  

市債   ：  １ ７ ０ ， ０ ０ ０ ， ０ ０ ０ 円（ 学校教育施設等整備事業債）  

一般財源 ：   ４ ８ ， ３ ２ ７ ， ０ ０ ０ 円 

 ②プールの維持管理に係る費用（ １ 校あたり ）  

A 修繕・ ろ過装置の保守管理業務委託 ２ ７ ５ ， ０ ０ ０ 円 

B 水質維持管理費（ 薬剤費、 水質検査費等）  ７ ９ ， ０ ０ ０ 円 

C 光熱水費 ４ ０ ４ ， ０ ０ ０ 円 

D 合計 ７ ５ ８ ， ０ ０ ０ 円 

 ※令和 4 年度、 令和 5 年度、 令和 6 年度の決算額の平均を算出 
参考： プールの修繕は必要最小限の範囲を補修し た費用である 。 特に、 劣化が著し いプールサイ ド の予防保全を行った 

    場合、 1 校あたり 約 1 千万円の費用がかかる 。 また、 近年、 年間 1～2 校のプールの循環配管から 漏水が発生し て 

      いる 。 配管を修繕する と 、 1 校約 350 万円の費用がかかる 。  

 ③プール更新に係る 総費用（ １ 校あたり ）  

A プール更新に係る費用 ２ ３ ９ ， ５ ８ ２ ， ０ ０ ０ 円 

B プール維持管理費に係る 費用 ７ ５ ８ ， ０ ０ ０ 円 

C ３ ０ 年間で係る 費用（ A＋B×３ ０ 年）  ２ ６ ２ ， ３ ２ ２ ， ０ ０ ０ 円 

D １ 年平均の想定費用（ C÷３ ０ 年）  ８ ， ７ ４ ４ ， ０ ６ ７ 円 

 

（ ２ ） 民間施設を活用し た水泳授業を実施し た場合の総費用   

 ①民間施設を活用し た場合の費用（ 令和７ 年度契約時）  

民間施設名 人数 施設利用料及び指導料 バス 経費 合計 

セント ラ ルスイ ム 

ク ラ ブ川越店 

( セント ラ ルスポーツ

株式会社) 

７ ３ １ 人 ４ ， ４ ７ １ ， ７ ２ ０ 円 ― ４ ， ４ ７ １ ， ７ ２ ０ 円 
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イ ト マンスポーツ 

スク エア南古谷店 

( 株式会社イ ト マンス

ポーツウ ェルネス) 

９ ２ ４ 人 ５ ， ４ ０ ４ ， ０ ８ ０ 円 ４ ， ６ ２ ２ ， ２ ０ ０ 円 １ ０ ， ０ ２ ６ ， ２ ８ ０ 円 

川越スイ ミ ング 

ク ラ ブ 

( 株式会社シンワ ・ ス

ポーツ・ サービス) 

６ １ １ 人 ２ ， ９ ４ ２ ， ９ ４ ０ 円 ２ ， ２ ０ ０ ， ０ ０ ０ 円 ５ ， １ ４ ２ ， ９ ４ ０ 円 

６ ８ ２ 人 ４ ， ８ １ ８ ， ６ ６ ０ 円 ２ ， ９ ７ ０ ， ０ ０ ０ 円 ７ ， ７ ８ ８ ， ６ ６ ０ 円 

なぐわし 公園 Pi KOA 

室内プール 

( コ ナミ スポーツ株式

会社) 

１ ６ ３ 人 １ ， ２ ９ ０ ， ９ ６ ０ 円 １ ， ０ ５ ６ ， ０ ０ ０ 円 ２ ， ３ ４ ６ ， ９ ６ ９ 円 

 ３ ， １ １ １ 人 １ ８ ， ９ ２ ８ ， ３ ６ ０ 円 １ ０ ， ８ ４ ８ ， ２ ０ ０ 円 ２ ９ ， ７ ７ ６ ， ５ ６ ９ 円 

1 人あたり の年間費用 ９ ， ５ ７ ２ 円 

 

 ②民間施設を活用し た場合の総費用 

A １ 人あたり の年間費用 ９ ， ５ ７ ２ 円 

B １ 校あたり の年間費用（ A×４ ６ ５ 人） ※1 ４ ， ４ ５ ０ ， ９ ８ ０ 円 

C プール解体費 ３ ０ ， ３ ７ ３ ， ０ ０ ０ 円 

D ３ ０ 年間で係る 費用（ B×３ ０ 年＋C）  １ ６ ３ ， ９ ０ ２ ， ４ ０ ０ 円 

E １ 校あたり の年間想定費用（ D÷３ ０ 年）  ５ ， ４ ６ ３ ， ４ １ ４ 円 

※1 令和７ 年５ 月１ 日現在の川越市の児童生徒数 25, 100 人÷54 校≒465 人 

（ ３ ） １ 校あたり のコ スト 比較 

 ①プール更新 ②民間活用 差し 引き （ ①－②）  

年間費用 ８ ， ７ ８ ９ ， ０ ０ ０ 円 ７ ， ０ ７ ５ ， ０ ０ ０ 円 １ ， ７ １ ４ ， ０ ０ ０ 円 

３ ０ 年間の総費用 ２ ６ ３ ， ６ ７ ２ ， ０ ０ ０ 円 ２ １ ２ ， ２ ５ ０ ， ０ ０ ０ 円 ５ １ ， ４ ２ ２ ， ０ ０ ０ 円 

 

４  課題 

（ １ ） 不安定な水泳授業の実施について 

    屋外の学校プールでの水泳授業は天候に左右さ れる 。近年は気温や水温が
低い場合だけでなく 、高温の場合でも 熱中症の危険性を考慮し 、中止し てい

る 場合も ある こ と から 、計画的に授業を実施し ていく こ と は難し い状況にな

っている 。  

（ ２ ） 指導者の不足について 

    学級担任制の小学校において、 水泳指導が可能な教職員が限ら れる ため、

十分な能力別指導が難し い状況であり 、水泳授業の安全管理に係る 人手も 足
ら ず、 管理職である 校長や教頭も 、 監視役と し て従事し ている こ と も ある 。 
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（ ３ ） 教職員の負担軽減について 

水泳授業の実施時に、教職員が監視員と し て事故防止等安全管理について
徹底を図っている が、こ う し た対策に伴う 教職員への負担が課題と なってい

る 。  
 また、 使用開始前のプール清掃は勤労奉仕活動と し て児童・ 生徒が一部協

力し て実施し ている が、ろ過装置の開設に伴う 点検等の専門的業務を除いて

外部委託はさ れておら ず、 原則全て教職員が実施し ている 。  

（ ４ ） 財政負担について 

    現在と 同規模でプール施設を更新する 場合、1 校あたり 約 2. 4 億円の経費
が掛かる と 見込まれる 。 また、 修繕・ ろ過装置の保守点検の経費、 薬剤費や

水質検査費等の水質維持管理費、光熱水費については、毎年１ 校あたり 平均
76 万円（ 令和４ 年度から ６ 年度実績） である が、修繕については、必要最小

限の範囲を補修し た費用であり 、今後の老朽化に伴い、本格的に修繕する 場

合には、 更に増加が見込まれる 。  

（ ５ ） プール施設の老朽化について 

プール槽防水シート の亀裂、 プールサイ ド シート の剥がれ、 付属棟外壁

の劣化、 ろ過装置の故障などの不具合が生じ ている 。 また、 給排水管や循
環配管などの設備は、 ほと んどの学校で改修を行っていないため、 配管か

ら の漏水が発生し ている ケースも ある 。 現状のまま放置すれば、 児童生徒
の怪我や大規模な漏水事故にも つながる 可能性がある 。  

 

５  令和５ 年度から 7 年度実施のモデル校によ る 検証 

  よ り 効率的で効果的な水泳授業にする ために、地域の人的・ 物的資源の活用に
ついて検討を進めていく 必要がある ため、「 公設・ 民設のプール施設を活用し た

水泳指導を委託する こ と 」 について検証を実施し た。  
 また、プール施設を集約する こ と で、使用する プール施設の維持のための修繕
等の充実に資する ために、「 複数の学校でプール施設を共有する こ と 」 について

検証を実施し た。  

（ １ ） モデル事業の概要 

①委託事業について 

○目的 

   体育科における 水遊び（ １ ・ ２ 年生） 及び水泳運動（ ３ ～６ 年生） における

指導を民間スポーツク ラ ブに業務委託する こ と によ り 、水泳施設及び指導業務
を確保し 、以下に記す効果を得る こ と で、効率的効果的で円滑的な水泳指導に

資する こ と 。  

○期待さ れる 効果 

・ 天候に左右さ れない計画的な水泳授業の実施 
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・ 専門性の高いイ ンスト ラ ク タ ーの指導による 児童の泳力の向上 
・ 児童の安全の確保・ 学校プールの維持管理費、改修・ 更新費用等に係る 経費 

  削減 

○モデル校・ 実施場所・ 期間 

モデル校 

令和７ 年度児童数 
実施場所 

期間 

令和５ 年度＊２  令和６ 年度 令和７ 年度 

仙波小学校 

児童数： 731 人 

セント ラ ルスイ ム 

ク ラ ブ川越店 

( セント ラ ルスポーツ株式

会社) 

令和５ 年５ 月 15 日 

から  

令和５ 年７ 月 10 日 

まで 

令和６ 年５ 月 13 日 

から  

令和６ 年 12 月 10 日 

まで 

令和７ 年５ 月 12 日 

から  

令和７ 年 12 月 16 日 

まで 

南古谷小学校 

児童数： 924 人 

イ ト マンスポーツ 

スク エア南古谷店 

( 株式会社イ ト マンスポー

ツウ ェルネス) ＊１  

令和５ 年５ 月 25 日 

から  

令和５ 年７ 月６ 日 

まで 

令和６ 年５ 月９ 日 

から  

令和６ 年 12 月５ 日 

まで 

令和７ 年５ 月８ 日 

から  

令和７ 年 11 月 20 日 

まで 

新宿小学校 

児童数： 611 人 

川越スイ ミ ング 

ク ラ ブ 

( 株式会社シンワ ・ スポー

ツ・ サービス)  

  令和７ 年６ 月９ 日 

から  

令和７ 年７ 月７ 日 

まで 

武蔵野小学校 

児童数： 682 人 

  令和７ 年９ 月８ 日 

から  

令和７ 年 12 月 15 日 

まで 

上戸小学校 

児童数： 163 人 

※第４ 及び５ 学

年のみ実施 

なぐ わし 公園 Pi KOA 

室内プール 

( コ ナミ スポーツ株式会

社)  

  令和７ 年９ 月 10 日 

から  

令和７ 年 10 月８ 日 

まで 

＊１  「 株式会社イ ト マンスポーツウェ ルネス 」 は、 令和６ 年 12 月に「 株式会社ダンロ ッ プスポーツウ ェ ル

ネス」 から 社名変更 

＊２  「 令和５ 年度」 の実施については、 仙波小と 南古谷小の第５ 及び第６ 学年のみ実施 

○水泳指導時数 

   ２ 単位時間を続けて、８ コ マ分の水泳領域の時数を確保し た上で、体育科に
おける 水遊び及び水泳運動における 指導については、 原則、 1 学年につき ４ 回

（ １ 回６ ０ 分程度） の指導時間を確保する 。  
 なお、移動時間及び着替え等準備、片付けに要する 時間は指導時間に含めな

い。  

○指導方法 

児童をグループ分けし 、 泳力別の指導を行う 。 各グループには、 イ ンスト ラ

ク タ ーを１ 名以上配置し 、教員と のチームティ ーチングによ る 水泳指導を行う 。

また、 安全面に十分配慮し 、 常時１ 名以上に監視員を配置する 。  

○施設 

  実施校から の移動時間は、 概ね 10 分以内の水泳施設と する 。  
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○移動手段 

   移動手段と し て、バス会社に業務委託する こ と によ り 大型バスを必要台数確
保し 、 バスの運行については、安全管理及び点検をし た上で、 実施校から 水泳

施設の敷地内までと する 。なお、施設から 近い仙波小については徒歩での移動
と し ている 。  

  

 ②共用事業について 

○目的・ 期待さ れる効果 

学校プール施設を複数の学校で共用するこ と によ り 、 小・ 中学校プール施設の全

体での維持管理費、 改修・ 更新費用等に係る経費削減を図り 、 使用する学校プール

施設の維持のための修繕等の充実に資する 。  

○モデル校・ 実施場所・ 移動方法・ 期間 

学校プール施設を複数の学校で共用するこ と については、 例えば、 福原小・ 中や

霞ケ関東小・ 中、 川越西小・ 中など、 施設が隣接し ている 学校であれば、 児童生徒

の移動時間や移動時の安全確保と いったデメ リ ッ ト がなく なる こ と から 、 以下のと

おり モデル校を設定し た。  

モデル校 実施場所 移動方法 期間 

福原小学校 

福原中学校 

福原中学校プール 

福原小学校プール 

徒歩 令和５ 年 7 月５ 日

（ １ 回）  

 

（ ３ ） 成果と 課題 

モデル事業実施後が、該当小中学校の教員と 児童生徒を対象と し たアンケ
ート 調査を実施し た。 アンケート 調査は、 以下の【 検証の視点】 に基づいて項

目が設定さ れたも のであり 、アンケート 調査の結果から 成果と 課題を抽出し ま

し た。  

    【 検証の視点】  

  ①委託事業 

   ・ 年間指導計画における 実施可能な時期 

   ・ 移動時間によ り 教育課程に影響のでない実現可能な距離 

   ・ 移動手段（ 徒歩、 バス）  

   ・ 移動中及び授業中の安全面の確保 

   ・ 学校と 委託先と の事前の打合せ事項 

  ②共用事業 

 ・ 移動時間によ る 前後の教育課程への影響 
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 ・ 水深が異なる こ と によ る 安全面の課題 

 ・ ２ 校間の時間割の調整 

 ・ ２ 校間の施設の管理体制の調整 

 

  ＜業務委託について＞ 

① 成果 

＜教職員＞ 

・ 水泳指導の委託によ り 、 安全管理に係る 人員の確保、 泳力別指導、 計画的

な水泳授業などについて改善が期待でき ると 回答し ている 。  

・ 市民プール等を活用する こ と によ り 、 プール施設の維持管理や水張り 等の
授業準備等の負担が軽減さ れる と 回答し ている 。  

 

  ＜児童＞ 

  ・ イ ンスト ラ ク タ ーが分かり やすく 教えてく れたから 泳ぎやすかった。  

  ・ 温水（ 屋内） など、 施設・ 設備が整っていたから 泳ぎやすかった。  

② 課題 

＜教職員＞ 

・ 着替え、 移動等を含める と ３ 時間分捻出するこ と になる ので影響が大き か
った。（ バス移動）  

＜児童＞ 

・ 重いプールバッ ク と 水筒をも って移動する のが疲れた。（ 徒歩移動 若干

名）  

・ 外が暑かったので疲れた。（ 徒歩移動 若干名）  

  ・ バス酔いし た。（ バス移動 若干名）  

  【 総括】  

委託事業では、 民間施設を活用し た水泳指導を実施し た。 民間施設を活用す

る こ と によ り 、 次のよ う な利点があった。  

①  当該校における 指導者に加え、 民間施設のスタ ッ フも 指導の支援に入る

こ と で、 複数の人数で水泳指導を行う こ と ができ 、 よ り 安全且つ専門的な
指導をする こ と ができ た。  

②  室温、 水温が一定に保たれている ため、 天候等に左右さ れる こ と なく 水
泳指導を行う こ と ができ た。  

③  民間施設を利用する ため、 施設管理に関し て教職員に負担がなかった。  
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   課題に関し ては、事前の民間施設と の日程調整や年間授業時数と 時間割の調
整が必要だと 考えら れる 。 また、 バスでの移動をする 際には、 バスの確保やバ

ス会社と の打合せも 必要と なる 。し かし ながら 、全体的に利点と 考えら れる 事
項のほう が多く 、今後、民間施設と の距離が近く 、活用が可能な学校について

は、 委託事業の導入を進めていく こ と が有効である と 考えら れる 。 その際に、
イ ンスト ラ ク タ ーの活用については、民間施設を活用でき ない学校に対し ても

派遣をする などの方法も 考えて必要がある 。  

 

 ＜共用事業について＞ 

① 成果 

  ＜教職員＞ 

  ・ 水道代の節約。  

・ 水の管理の手間が減る 。  

・ 財政的観点から は、 市の施設管理の費用を削減する こ と ができ、 １ つのプ

ールを重点的に維持管理する こ と ができ る 。  

  ＜児童生徒＞ 

  ・ 慣れている プールなので、 安心し て泳げた。（ 中学１ 年生）  

② 課題 

＜教職員＞ 

 ・ 水深の調節が大変である。  

・ 時間割の調整が難し い。  

・ 下に台等がないので、 プールから 上がる 際に児童に負担がかかり 、 怪我の

危険性がある 。  

  ＜児童＞ 

  ・ 水位が高いから 、 安心し て泳げなかった。  

・ 深かったので、 おぼれそう だった。  

・ 深いから プールサイ ド に戻り づら い。  

【 総括】   

小・ 中学校における プール施設の共用については、 現状の施設を使用する場合

は、 最深部が１ ｍ以下である小学校のプールを使う 方が望まし いと 考えら れる 。

その際には、 水深が浅いこ と から 、 体の大きな中学生に注意喚起が必要である 。

中学校の施設を使用する 場合は、 プール壁面に中段をつけ、 プールサイ ド の出入
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り を容易にする改修や、 水深調整を容易にできる 仕組みの導入が必要だと 考えら

れる。  

 また、 移動距離や手段、 時間割の調整に課題がある と 考えら れる が、 水深の調

整が必要のない同じ 校種間でのプール施設の共用についても 、 今後検証の実施も

含め、 前向きに検討する 必要があると 思われる。  

 

６  水泳授業及びプール施設の在り 方に関する 基本的な考え方 

（ １ ） 基本的な考え方 

義務教育で「 泳ぐ」 と いう こ と を指導するこ と は、 児童生徒に一生涯親し

めるスポーツと し ての水泳を体験さ せる だけでなく 、水の事故から 身を守る
運動を学ばせる 機会であって、 高い教育的効果を持つも のである 。  
 また、 学習指導要領における 「 体育」 の身に付けさ せる 「 知識及び技能」
について、 第５ 学年及び第６ 学年の内容の例示と し て「 25～50ｍ程度を目安

と し たク ロ ール」「 25～50ｍ程度を目安と し た平泳ぎ」と 示さ れている 中で、
川越市小学校体育連盟が市立小学校に在籍する 児童を対象に調査し ている

泳力調査（ 図１ ） によ ると 、 令和６ 年度はク ロ ールで 25ｍ以上が泳ぐこ と が
できる 児童の割合は男子 54％、 女子 43％、 平泳ぎで 25ｍ以上が泳ぐこ と が

できる 児童の割合は男子 42％、 女子 35％であったこ と から も 、 市立小・ 中
学校での水泳の指導については、 今後も 教育課程に位置づけ、 実技と し ての

授業を適切に実施する 。  

 
【 図１ 】 川越市立小学校の児童の泳力について（ 川越市小学校体育連盟から の情報提供）  

 平成２ ４ 年度から 令和６ 年度の２ ５ ｍ以上が泳ぐこ と ができ る小学校６ 年生児童の割合 

 平 24 平 25 平 26 平 27 平 28 平 29 令５  令６  

ク ロ ール男子 73％ 73％ 71％ 76％ 73％ 70％ 47％ 54％ 

ク ロ ール女子 72％ 68％ 67％ 69％ 71％ 61％ 47％ 43％ 

平泳ぎ男子 60％ 54％ 54％ 60％ 55％ 55％ 35％ 42％ 

平泳ぎ女子 58％ 49％ 51％ 47％ 50％ 44％ 35％ 35％ 

※令和元年度から 令和４ 年度は、 新型コロ ナウイ ルス感染拡大防止のため、 調査中止 
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（ ２ ） 水泳指導及びプール施設のあり 方 

水泳指導及びプール施設のあり 方については、小学校と 中学校と 異なる こ

と から 校種別に整理する 。  

 小学校 中学校 

水泳指導 

全学年で、 民間委託またはイ ンスト ラ
ク タ ーの派遣によ り 実施 

・ 民間委託： １ ０ 校 
・ イ ンスト ラ ク タ ーの派遣： ２ ２ 校 
  ※段階的に実施 

従来通り 、 各校のプー
ルで実施 

施設 

＜民間委託＞ 
大規模な改修・ 修繕は行わず、 解体

を検討 
＜イ ンスト ラ ク タ ーの派遣＞ 

・ １ 校１ プールを維持 
 ※近隣の学校でのプールの共用は行わない 

1 校 1 プールを維持 

＜中学校の扱いについて＞ 
中学校は、 時間割の調整や民間施設への移動に伴う 課題等が多いこ と や、 学校

プールを部活動で利用し ている学校がある こ と 、 周辺の民間施設数やイ ンスト ラ
ク タ ーの数などを踏ま え、 民間プール施設の活用・ イ ンスト ラ ク タ ーの派遣は行
わない。  

 

７  小学校における 水泳指導の今後の取組 
（ １ ） 民間プール施設を活用し た水泳指導を行う 学校（ １ ０ 校）  

民間施設名 学校 

セント ラ ルスイ ムク ラ ブ川越 仙波小 

イ ト マンスポーツス ク エア南古谷 南古谷小・ 古谷小・ 牛子小 

川越スイ ミ ングスク ール 
武蔵野小・ 新宿小 

大塚小・ 大東東小※２  

コ ナミ スポーツク ラ ブ※１  上戸小・ 名細小※２  

   ※１  コ ナミ スポーツク ラ ブについては、 なぐ わし 公園 Pi KOA室内プール
または川越店にて実施する 。  

   ※２  民間施設と の調整上、 すぐ に実施ができ ないこ と が想定さ れる。  
 

 
（ ２ ） 学校プールでイ ンスト ラ ク タ ーの派遣によ る 水泳指導を行う 学校 

（ ２ ２ 校）  
   ※派遣可能なイ ンスト ラ ク タ ーの数を派遣元と 調整し ながら 、 段階的に実

施校を増やし ていく 。  
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【 参考】 市立小・ 中学校と 民間プール施設の位置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８  学校プール施設の共用について 

   学校プール施設については、 民間プール施設を活用し ない場合には、 １ 校
１ プールを維持する こ と を基本と するが、 学校プールの改築や維持管理にお

ける経費の削減が見込まれる 。 し かし ながら 、 水深によ る 安全の確保や時間
割の調整等の課題が見受けら れる ため引き 続き 検討が必要である 。  

 

 

 

初 雁 中 

山 田 中 
鯨 井 中 山 田 小 
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霞 小 
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高 北 小 
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西 小 
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西 中 
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広 谷 小 

名 細 中 

芳 野 中 

芳 野 小 

川 越 小 
中 央 小 

今 成 小 
月 越 小 

泉 小 

富 士 見 中 
野 田 中 

第 一 中 

第 一 小 

小学校 

中学校 

プール施設 


